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野田市選挙管理委員会告示第４７号

公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示の一部を改正する告

示

公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示（昭和３６年野田市選

挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

表第４投票区の項を次のように改める。

表第２７投票区の項中「２７０２の１７９」を「２７０２の１７９～２７０２の１８５」

に改め、同表第３３投票区の項中「２７０２の１６１～２７０２の１６９」を「２７０２

の１６０～２７０２の１６９、２７０２の１８６、２７０２の１８７」に改め、同表第４

１投票区の項中「１０の１０」の次に「、１０の１１」を加える。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

第４投票区 山崎 １～２５６、２９２～３０２の１、１０２２～

１３１９、１４０８（１４０８の４を除く）、１４０９

～１７６３、１８４８～１８７０、１８８１～１８９

３、２７７１～２８０７

みずき一丁目 ２２

みずき二丁目 １～５

梅郷 １～１４（梅郷全域）


